
は
じ
め
に

梅
崎
春
生
の
「
砂
時
計
」
は
、『
群
像
』
昭
和
二
十
九
年
八
月
号
か
ら
三
十

年
七
月
号
に
か
け
て
連
載
さ
れ
た（

１
）

。
全
30
章
に
及
ぶ
長
編
小
説
で
あ
る
。
第

二
回
新
潮
賞
受
賞
作
で
あ
り
、
同
時
代
評
に
お
い
て
も
、「
現
代
社
会
の
諸
現

象
の
中
に
喰
い
入
ろ
う
と
し
」
た
作
品

（
２
）

と
し
て
、
あ
る
い
は
「
諷
刺
的
社
会
小

説
（
３
）

」
と
し
て
、
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
「
砂
時
計
」
を
今
日
読
み
返
し
て
み
る
と
、
作
品
全
体
の
評

価
と
し
て
、
必
ず
し
も
上
々
の
作
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
先
行

論
で
も
幾
度
か
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
物
語
構
成
が
前
後
で
「
割
れ
て
い

る
」
よ
う
に
見
え
、
構
成
上
の
〈
破
綻
〉
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る

（
４
）

。
ま
た

登
場
人
物
の
会
話
や
場
面
設
定
等
に
、
ド
タ
バ
タ
喜
劇
風
の
戯
画
が
目
立
ち
、

通
俗
ユ
ー
モ
ア
小
説
に
誤
解
さ
れ
か
ね
な
い
雰
囲
気
の
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て

お
き
た
い
。

も
っ
と
も
物
語
構
成
の
破
綻
を
気
に
せ
ず
に
こ
の
小
説
を
読
む
と
、
物
語
の

中
盤
以
降
は
、
読
み
応
え
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。「
砂

時
計
」
全
30
章
を
序
盤
（
１
〜
10
章
）、
中
盤
（
11
〜
20
章
）、
終
盤
（
21
〜

30
章
）
に
分
け
た
場
合
、
序
盤
は
今
ひ
と
つ
モ
チ
ー
フ
の
深
ま
り
を
見
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
そ
れ
が
「
カ
レ
エ
粉
対
策
協
議
会
」
と
「
夕
陽
養
老
院
」
と
い

う
二
つ
の
舞
台
が
詳
し
く
描
か
れ
始
め
る
12
、
13
章
あ
た
り
か
ら
、
同
時
代
評

で
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
〈
社
会
諷
刺
〉
の
趣
が
次
第
に
強
く
な
る
。
物
語
の
中

盤
以
降
は
、
作
者
の
モ
チ
ー
フ
が
明
快
に
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
実
際
、
先
行
論
に
お
い
て
も
、
こ
の
小
説
の
後
半
部
分
に
「
作

品
と
し
て
の
高
ま
り
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
５
）

。

結
論
を
少
し
記
せ
ば
、「
砂
時
計
」
は
、
そ
の
作
品
全
体
の
仕
上
が
り
具
合

に
は
目
を
瞑
っ
て
、
ま
た
連
載
時
の
社
会
状
況
も
視
野
に
入
れ
て
、
物
語
中
盤

以
降
の
二
つ
の
舞
台
「
カ
レ
エ
粉
対
策
協
議
会
」「
夕
陽
養
老
院
」
に
注
目
し

て
読
む
小
説
と
言
え
る
。
そ
こ
に
は
当
時
の
日
本
社
会
に
対
す
る
梅
崎
春
生
の
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批
判
的
な
見
解
が
表
さ
れ
て
お
り
、
同
時
代
の
読
者
は
そ
の
モ
チ
ー
フ
を
リ
ア

ル
な
感
触
で
受
け
と
め
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
「
諷
刺
的
社
会
小

説
」
と
し
て
評
価
さ
れ
た
。

「
砂
時
計
」
に
つ
い
て
、
特
に
そ
の
物
語
中
盤
以
降
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら

考
察
を
進
め
た
い
。

な
お
本
論
で
は
『
群
像
』
連
載
の
「
砂
時
計
」
初
出
稿
に
拠
っ
た

（
６
）

。

一

考
察
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
「
砂
時
計
」
全
体
の
物
語
構
成
を
確
か
め
て
お
き

た
い
。

『
群
像
』
誌
上
に
連
載
さ
れ
た
全
30
章
の
う
ち
、
連
載
第
一
回
目
（
昭
和
二

十
九
年
八
月
号
掲
載
）
に
、
１
章
か
ら
４
章
ま
で
が
発
表
さ
れ
た
。
１
章
に
は

名
前
も
明
か
さ
れ
ぬ
一
人
の
男
の
自
殺
未
遂
が
描
か
れ
て
い
る
。
２
章
お
よ
び

３
章
で
は
平
沼
修
蔵
と
そ
の
妻
倫
子
の
家
庭
が
描
か
れ
る
。
４
章
で
は
、
他
人

を
恐
喝
す
る
こ
と
で
利
益
を
得
て
い
る
白
川
社
会
研
究
所
が
舞
台
と
な
り
、
そ

の
所
員
と
し
て
、
以
後
物
語
の
中
心
人
物
と
な
る
栗
山
佐
介
が
登
場
す
る
。

こ
の
う
ち
３
章
に
は
リ
ヤ
カ
ー
を
破
損
さ
れ
た
老
人
が
少
し
だ
け
顔
を
出
し
、

７
章
よ
り
「
夕
陽
養
老
院
」
が
新
た
な
舞
台
と
し
て
現
れ
る
と
、
こ
の
老
人
が

同
院
の
在
院
者
韮
山
伝
七
（
ニ
ラ
爺
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
４
章
に

は
栗
山
佐
介
が
「
ラ
イ
ス
カ
レ
エ
」
に
拒
否
反
応
を
示
す
こ
と
が
記
さ
れ

（
７
）

、
後

の
「
カ
レ
エ
粉
対
策
協
議
会
」
に
向
け
た
伏
線
が
張
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
１
章

の
自
殺
未
遂
者
は
、
実
は
栗
山
佐
介
の
過
去
を
描
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
佐

介
は
白
川
社
会
研
究
所
の
所
員
だ
け
で
な
く
、
夕
陽
養
老
院
の
院
長
黒
須
玄
一

の
秘
書
兼
書
記
も
務
め
て
い
る
こ
と
が
、
物
語
の
進
行
に
従
っ
て
見
え
て
く
る
。

こ
う
い
っ
た
連
載
第
一
回
目
各
章
の
舞
台
設
定
、
そ
の
後
に
向
け
た
伏
線
の

張
り
方
か
ら
、
梅
崎
春
生
は
「
砂
時
計
」
連
載
開
始
に
あ
た
っ
て
、
次
の
よ
う

な
構
想
を
抱
い
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
つ
ま
り
複
数
の
舞
台
を
用
意
し
、
そ

れ
ら
を
交
互
に
描
い
た
り
、
絡
め
合
わ
せ
た
り
し
な
が
ら
物
語
を
進
め
、
無
関

係
に
思
え
た
各
々
の
舞
台
が
実
は
つ
な
が
り
、
関
わ
り
合
っ
て
い
た
こ
と
を
次

第
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
、
そ
の
よ
う
な
物
語
構
成
を
意
図
し
た
。
そ
し
て
そ

の
物
語
構
成
を
通
し
て
、
別
々
の
舞
台
で
生
き
て
い
る
人
間
同
士
が
、
自
分
の

知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
つ
な
が
り
関
係
し
合
っ
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
一
人
の

人
間
が
別
々
の
舞
台
で
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
よ
う

と
試
み
た
。
い
わ
ば
複
雑
精
緻
な
物
語
構
成
に
よ
っ
て
、
社
会
の
複
雑
な
構
造

を
表
そ
う
と
し
た
小
説
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
実
際
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
「
砂
時
計
」
を
見
る
と
、
物
語
は
次
の

よ
う
に
展
開
し
て
い
く
。

ま
ず
連
載
第
一
回
目
の
２
、
３
章
に
描
か
れ
た
平
沼
家
。
こ
の
舞
台
設
定
は

連
載
二
回
目
以
降
、
終
盤
24
章
に
倫
子
が
少
し
だ
け
顔
を
覗
か
せ
る

（
８
）

こ
と
を
除

い
て
、
再
び
描
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
次
い
で
序
盤
に
多
く
描
か
れ
て
い
た
白

川
社
会
研
究
所
も
、
中
盤
11
章
に
入
っ
て
、
栗
山
佐
介
が
自
宅
に
向
か
う
と
と

も
に
、
舞
台
と
し
て
の
役
割
を
失
っ
て
し
ま
う
。
代
わ
り
に
佐
介
の
自
宅
付
近
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に
あ
る
カ
レ
エ
粉
工
場
に
よ
る
カ
レ
エ
粉
被
害
が
13
章
よ
り
、
そ
れ
に
対
す
る

「
カ
レ
エ
粉
対
策
協
議
会
」
が
17
章
よ
り
舞
台
と
し
て
現
れ
る
。
併
せ
て
７
章

か
ら
描
か
れ
始
め
た
夕
陽
養
老
院
も
、
９
章
、
12
章
で
筆
を
割
か
れ
、
場
面
と

し
て
比
重
を
大
き
く
し
て
く
る
。
12
章
か
ら
20
章
に
か
け
て
、「
カ
レ
エ
粉
対

策
協
議
会
（
カ
レ
エ
粉
被
害
）」「
夕
陽
養
老
院
」
の
二
つ
が
交
互
に
描
か
れ
物

語
は
展
開
さ
れ
る
。
終
盤
に
入
る
と
「
カ
レ
エ
粉
対
策
協
議
会
」
も
舞
台
か
ら

消
滅
。
特
に
26
章
以
降
は
「
夕
陽
養
老
院
」
に
大
半
の
筆
が
費
や
さ
れ
、
物
語

の
結
末
に
至
る
。

従
っ
て
「
砂
時
計
」
の
物
語
に
お
い
て
、
平
沼
家
が
他
の
舞
台
と
ど
の
よ
う

に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
最
後
ま
で
は
っ
き
り
し
な
い
ま
ま
で
あ
り

（
９
）

、
ま
た
「
白

川
社
会
研
究
所
」「
カ
レ
エ
粉
対
策
協
議
会
」「
夕
陽
養
老
院
」
と
い
う
三
つ
の

舞
台
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
関
係
し
合
う
の
か
、
十
分

表
現
さ
れ
た
と
は
決
し
て
言
え
な
い
。
な
る
ほ
ど
三
つ
の
舞
台
は
栗
山
佐
介
を

介
し
て
つ
な
が
っ
て
お
り
、
13
章
に
お
い
て
は
、
佐
介
が
自
分
の
社
会
的
な
立

場
に
つ
い
て
白
川
社
会
研
究
所
で
は
「
加
害
者
」、
カ
レ
エ
粉
工
場
に
近
い
自

宅
で
は
「
被
害
者
」、
夕
陽
養
老
院
で
は
「
傍
観
者
」
だ
と
説
明
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
部
分
に
梅
崎
当
初
の
構
想
が
垣
間
見
え
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
そ

の
佐
介
の
言
う
白
川
社
会
研
究
所
の
加
害
性
は
、
具
体
的
な
内
容
が
記
さ
れ
る

前
に
、
舞
台
自
体
が
物
語
か
ら
消
滅
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
栗
山
佐
介
と
夕

陽
養
老
院
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
、
最
終
30
章
で
申
し
訳
程
度
に
佐
介
が
養

老
院
に
顔
を
見
せ
る
だ
け
で
、
彼
が
老
人
た
ち
や
黒
須
院
長
と
ど
の
よ
う
に
関

わ
っ
て
い
た
の
か
、
具
体
的
な
内
容
は
見
え
て
こ
な
い
。
そ
も
そ
も
１
章
に
記

さ
れ
た
〈
自
殺
未
遂
〉
と
い
う
栗
山
佐
介
の
過
去
が
、
４
章
以
降
に
描
か
れ
る

現
在
の
佐
介
と
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
る
の
か
、
詳
し
い
説
明
は
為
さ
れ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。

「
砂
時
計
」
の
物
語
全
体
を
見
渡
す
と
、
構
成
に
お
い
て
も
、
モ
チ
ー
フ
に

お
い
て
も
、
梅
崎
春
生
が
当
初
の
構
想
通
り
に
十
分
表
現
し
得
た
と
は
決
し
て

言
え
そ
う
に
な
い
。
連
載
の
開
始
に
あ
た
っ
て
複
数
の
舞
台
を
用
意
し
て
お
き

な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
つ
な
が
り
や
立
場
を
十
分
示
す
こ
と
は
で
き
ず
、
中
盤
か

ら
二
つ
、
終
盤
に
は
一
つ
に
舞
台
を
限
定
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
物
語

構
成
は
前
後
の
バ
ラ
ン
ス
が
悪
く
、
破
綻
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
な
る
ほ
ど

否
定
で
き
な
い
。
近
年
で
は
戸
塚
麻
子
が
「
砂
時
計
」
の
物
語
構
成
に
際
し

て
、「
特
に
後
半
養
老
院
の
場
面
が
中
心
に
な
っ
て
い
く
に
し
た
が
い
作
品
が

単
純
化
さ
れ
、
尻
す
ぼ
ま
り
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
感
」
が
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る

（
10
）

。

し
か
し
「
砂
時
計
」
に
つ
い
て
、
そ
う
し
た
構
成
上
の
破
綻
に
は
目
を
向
け

ず
、
物
語
中
盤
以
降
の
み
に
注
目
し
て
読
ん
だ
場
合
、
戸
塚
の
指
摘
は
必
ず
し

も
適
切
で
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

「
カ
レ
エ
粉
対
策
協
議
会
」
と
「
夕
陽
養
老
院
」
は
、
序
盤
と
の
つ
な
が
り

や
佐
介
の
言
う
社
会
的
立
場
の
問
題
が
見
え
に
く
い
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
が
取

り
上
げ
た
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
は
、
明
快
か
つ
説
得
力
を
持
っ
て
表
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
モ
チ
ー
フ
に
限
れ
ば
、
二
つ
の
舞
台
は
互
い
に
共
鳴
し
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合
う
要
素
も
認
め
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。

物
語
も
半
ば
に
進
ん
だ
15
章
、
栗
山
佐
介
は
カ
レ
エ
粉
工
場
に
近
い
自
宅
周

辺
の
状
況
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
カ
レ
エ
粉
は
鼻
の
穴
を
通
過
し
て
、
咽
喉
に
行
く
。
咽
喉
か
ら
さ
ら
に

肺
の
方
に
く
だ
つ
て
行
く
。（
中
略
）
あ
ん
な
強
い
刺
戟
物
が
、
た
と
へ

微
量
に
せ
よ
、
毎
日
毎
日
肺
や
胃
に
入
つ
て
行
く
。
そ
し
て
臓
器
の
細
胞

を
刺
戟
す
る
。（
中
略
）
紙
巻
煙
草
の
煙
で
す
ら
、
長
い
期
間
に
は
肺
癌

を
ひ
き
お
こ
す
の
だ
。
そ
れ
よ
り
強
い
刺
戟
物
が
、
毎
日
毎
日
遠
慮
も
な

く
入
つ
て
く
る
。
さ
う
す
れ
ば
一
体
僕
ら
の
身
体
は
ど
う
な
る
か
。」

こ
の
栗
山
佐
介
の
台
詞
か
ら
、
読
者
の
多
く
は
、
大
気
汚
染
を
初
め
と
す
る

公
害
問
題
を
想
起
さ
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
連
載
当
時
の
日
本
社
会
は
、
公
害

問
題
が
徐
々
に
深
刻
に
な
り
つ
つ
あ
る
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
れ
を
〈
カ
レ
エ
粉

公
害
〉
と
い
う
形
で
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
カ
レ
エ
粉
の
問

題
は
、
た
だ
な
る
公
害
の
表
現
に
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
。
栗
山
佐
介
は
同
じ
15

章
で
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
そ
し
て
僕
ら
は
集
つ
て
相
談
し
、
代
表
を
選
出
し
た
。
作
業
場
の
窓
を

と
ざ
せ
。
塀
を
高
く
し
ろ
。
そ
ん
な
い
く
つ
か
の
条
項
を
記
し
た
決
議
文

を
、
工
場
内
の
応
接
間
で
修
羅
吉
五
郎
に
手
渡
し
た
ん
だ
。」

カ
レ
エ
粉
公
害
の
対
策
を
考
え
、
工
場
主
で
あ
る
修
羅
吉
五
郎
と
の
交
渉
を

行
う
被
害
者
に
よ
る
会
合
、「
カ
レ
エ
粉
対
策
協
議
会
」
に
つ
い
て
佐
介
は
説

明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
17
章
で
は
、
そ
の
「
カ
レ
エ
粉
対
策
協
議
会
」
を
具

体
的
に
描
き
な
が
ら
、
会
員
の
一
人
の
台
詞
と
し
て
「（
カ
レ
エ
粉
工
場
で
は
）

年
少
女
工
員
が
、
一
日
百
円
程
度
の
低
賃
金
で
働
か
せ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
、
そ

し
て
そ
れ
に
よ
つ
て
時
間
外
労
働
、
深
夜
業
、
休
日
労
働
が
事
実
上
強
制
さ
れ

て
ゐ
る
こ
と
」
な
ど
が
語
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
カ
レ
エ
粉
対
策
協
議
会
」

は
、
公
害
問
題
に
対
す
る
市
民
運
動
と
し
て
描
か
れ
つ
つ
、
そ
の
雰
囲
気
を
通

し
て
資
本
家
と
労
働
者
の
対
立
、
い
わ
ば
〈
労
使
紛
争
〉
を
も
擬
似
的
に
表
し

た
設
定
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
、「
夕
陽
養
老
院
」
は
、
中
盤
手
前
の
７
章
、
９
章
に
始
ま
り
、
12
章

か
ら
「
カ
レ
エ
粉
対
策
協
議
会
」
と
並
行
し
、
次
の
よ
う
な
内
容
が
記
さ
れ
て

い
る
。
同
院
は
雇
わ
れ
院
長
黒
須
玄
一
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
私
立
の
養
老
院

で
、
黒
須
の
背
後
に
は
「
数
名
か
ら
成
り
立
つ
経
営
者
団
」
が
存
在
し
て
い

る
。
営
利
を
最
優
先
す
る
経
営
者
団
の
下
で
、
黒
須
院
長
は
、
利
益
を
高
め
る

た
め
の
院
内
改
革
に
努
め
る
。
３
章
で
リ
ヤ
カ
ー
破
損
が
描
か
れ
た
ニ
ラ
爺
に

は
、
リ
ヤ
カ
ー
代
一
万
二
千
円
を
弁
償
し
な
け
れ
ば
退
院
で
あ
る
旨
を
告
示

し
、
老
人
た
ち
の
反
感
は
高
ま
る
。
老
人
た
ち
は
松
木
爺
、
瀧
川
爺
ら
「
口
が

う
る
さ
く
行
動
的
」
な
面
々
を
中
心
に
「
在
院
者
代
表
」
に
よ
る
「
会
議
」
を

開
き
、
議
論
を
重
ね
、
黒
須
院
長
に
待
遇
改
善
を
要
求
す
る
会
見
を
申
し
込
む

の
で
あ
る
。
対
し
て
黒
須
院
長
は
、
在
院
者
代
表
た
ち
を
「
ア
カ
」
と
見
做

し
、
老
人
た
ち
と
の
会
見
に
応
ず
る
前
に
、
ニ
ラ
爺
を
手
懐
け
て
自
分
の
ス
パ

イ
役
に
任
命
し
た
り
も
す
る
。「
夕
陽
養
老
院
」
と
い
う
舞
台
に
お
い
て
も
、

黒
須
院
長
と
在
院
者
代
表
の
対
立
と
い
う
形
を
と
り
な
が
ら
、
資
本
家
と
労
働
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者
の
対
立
、〈
労
使
紛
争
〉
が
擬
似
的
に
表
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

終
盤
21
章
以
降
に
目
を
向
け
る
と
、「
カ
レ
エ
粉
対
策
協
議
会
」
は
、
市
民

と
工
場
主
の
対
立
が
十
分
追
求
さ
れ
な
い
ま
ま
描
か
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
物

語
構
成
上
、
こ
れ
ま
た
破
綻
と
言
え
る
。
だ
が
、
そ
の
分
、
場
面
を
拡
大
し
た

「
夕
陽
養
老
院
」
が
引
き
続
き
同
じ
〈
労
使
紛
争
〉
の
気
配
を
漂
わ
せ
て
い
く

こ
と
で
、
中
盤
か
ら
終
盤
へ
、
モ
チ
ー
フ
面
で
は
一
貫
し
た
連
な
り
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
と
に
25
章
以
降
、
某
大
学
教
授
ら
経
営
者
団
五
名
が
登
場

し
、
黒
須
院
長
を
含
め
た
「
経
営
者
会
議
」
が
描
か
れ
る
と
、
そ
の
モ
チ
ー
フ

は
発
展
的
に
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
例
え
ば
こ
の
経
営
者
会
議
で

は
、
老
人
の
入
所
金
を
よ
り
多
く
せ
し
め
て
利
益
を
高
め
る
た
め
に
「
在
院
者

の
廻
転
率
を
高
め
る
」
方
法
、
つ
ま
り
老
人
を
早
く
、
多
く
死
な
せ
る
に
は
ど

の
よ
う
に
す
べ
き
か
が
議
論
さ
れ
、
資
本
家
の
搾
取
が
改
め
て
強
調
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
そ
の
経
営
者
団
の
姿
は
、
た
だ
な
る
資
本
家
に
と
ど
ま
ら
ず
、
後
述

す
る
よ
う
に
、
国
家
権
力
の
代
表
と
言
う
べ
き
日
本
政
府
を
も
表
し
て
い
る
と

捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
物
語
の
中
盤
以
降
、「
カ
レ
エ
粉
対
策
協
議
会
」

「
夕
陽
養
老
院
」
に
お
い
て
は
、〈
公
害
問
題
〉〈
労
使
紛
争
〉
な
ど
現
代
社
会

を
意
識
し
た
表
現
、
い
わ
ゆ
る
社
会
諷
刺
の
姿
勢
が
貫
か
れ
て
い
る
と
言
え
よ

う
。
梅
崎
は
当
初
の
構
想
、
複
数
の
舞
台
に
よ
る
〈
社
会
の
複
雑
な
構
造
〉
の

表
現
を
途
中
で
手
放
し
て
し
ま
っ
た
。
代
わ
り
に
連
載
時
の
社
会
状
況
か
ら
喚

起
さ
れ
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、
中
盤
以
降
は
同
時
代
を
戯
画
的
に
イ
メ
ー
ジ
さ

せ
な
が
ら
、
そ
の
中
に
自
己
の
見
解
を
表
し
て
い
く
方
法
、
い
わ
ゆ
る
〈
社
会

諷
刺
〉
へ
、
表
現
の
方
向
転
換
を
図
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
節
で
は
「
砂
時
計
」
に
表
さ
れ
た
そ
の
社
会
諷
刺
の
内
実
に
つ
い
て
、
当

時
の
社
会
状
況
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
考
察
し
た
い
。

二
―
（
１
）

修
羅
吉
五
郎
の
工
場
が
撒
き
散
ら
す
カ
レ
エ
粉
に
よ
る
周
辺
住
民
へ
の
被
害
。

い
わ
ゆ
る
公
害
問
題
の
戯
画
的
な
表
現
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い

が
、
当
時
の
新
聞
を
繙
け
ば
次
の
よ
う
な
事
実
が
判
明
す
る
。

ま
ず
昭
和
二
十
九
年
十
一
月
十
八
日
付
『
朝
日
新
聞
』「
東
京
版
」
に
「
バ

イ
煙
のA

特
別
相
談
班B

都
、
冬
控
え
防
止
に
乗
出
す
」
と
の
記
事
が
見
ら

れ
る
。
次
い
で
同
じ
「
東
京
版
」
の
十
二
月
二
十
四
日
付
で
、
そ
の
続
編
が

「
守
れA

バ
イ
煙
基
準B

都
で
防
止
条
例
準
備
」
と
の
見
出
し
の
下
に
、
以
下

の
ご
と
く
報
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

都
内
の
空
気
を
よ
ご
す
バ
イ
（
煤
）
煙
退
治
に
乗
出
し
た
都
で
は
、
き

の
う
二
十
三
日
朝
、
第
三
回
バ、
イ、
煙、
対、
策、
協、
議、
会、
を
開
き
、
各
地
区
別

の
バ
イ
煙
防
止
の
基
準
な
ど
を
き
め
た
。
そ
し
て
来
秋
ま
で
に
「
バ
イ
煙

防
止
条
例
」
を
設
け
る
よ
う
立
案
準
備
に
と
り
か
か
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
後
略
）

昭
和
二
十
九
年
当
時
、
東
京
で
は
「
バ
イ
煙
」
に
よ
る
大
気
汚
染
が
深
刻
な

問
題
と
な
り
、「
バ
イ
煙
対
策
協
議
会
」
と
い
う
会
合
が
開
か
れ
て
い
た
の
で
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あ
る
。「
砂
時
計
」
４
章
に
は
、
早
く
も
栗
山
佐
介
の
ラ
イ
ス
カ
レ
エ
拒
否
が

描
か
れ
て
い
る
か
ら
、
梅
崎
春
生
が
右
の
記
事
そ
の
も
の
を
見
て
作
中
の
設
定

を
思
い
つ
い
た
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
記
事
以
前

か
ら
東
京
都
民
の
悩
み
の
種
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
〈
バ
イ
煙
公
害
〉
に
梅
崎

が
興
味
を
持
ち
、〈
カ
レ
エ
粉
公
害
〉
の
設
定
を
思
い
つ
い
た
こ
と
は
確
実
と

言
え
よ
う
。
こ
と
に
右
の
記
事
に
見
る
「
バ
イ
煙
対
策
協
議
会
」
は
、
何
時
頃

か
ら
開
催
さ
れ
て
い
た
の
か
定
か
で
は
な
い
が
、
他
の
報
道
等
も
通
し
て
梅
崎

が
そ
の
存
在
を
知
り
、
作
中
の
設
定
と
し
て
活
か
し
た
の
は
、
名
称
の
重
な
り

か
ら
も
明
ら
か
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
「
カ
レ
エ
粉
対
策
協
議
会
」
の

名
称
が
正
確
に
登
場
す
る
の
は
13
章
（
連
載
第
六
回
目
・
昭
和
三
十
年
一
月
号

『
群
像
』
掲
載
）
で
あ
る

（
11
）

。
ま
た
〈
カ
レ
エ
粉
公
害
〉
に
関
連
し
て
、
栗
山
佐

介
は
「
次
の
国
会
に
、
公
害
法
と
い
ふ
法
案
が
、
あ
る
ひ
は
上
程
さ
れ
る
か
も

知
れ
な
い
」
と
語
っ
て
お
り
、
こ
れ
も
右
の
記
事
に
見
る
「
バ
イ
煙
防
止
条

例
」
の
「
立
案
準
備
」
と
重
ね
て
い
る
可
能
性
が
あ
る

（
12
）

。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

「
砂
時
計
」
連
載
時
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
東
京
在
住
の
読
者
は
、
作
中
の

〈
カ
レ
エ
粉
公
害
〉
か
ら
東
京
都
の
〈
バ
イ
煙
公
害
〉
が
想
起
さ
せ
ら
れ
た
で

あ
ろ
う
。

「
カ
レ
エ
粉
対
策
協
議
会
」
に
つ
い
て
は
、
一
つ
注
意
す
べ
き
設
定
が
あ
る
。

現
実
の
「
バ
イ
煙
対
策
協
議
会
」
が
新
聞
記
事
か
ら
判
断
し
て
、
東
京
都
の
役

所
主
導
に
よ
る
会
合
と
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
作
中
の
「
カ
レ
エ
粉
対
策
協

議
会
」
は
、
工
場
周
辺
で
被
害
を
受
け
て
い
る
市
民
た
ち
の
自
主
的
な
集
ま
り

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
梅
崎
の
視
点
が
、
権
力
者
の
側
で
な
く

庶
民
、
あ
る
い
は
社
会
的
な
弱
者
の
側
に
置
か
れ
て
い
る
の
が
確
か
め
ら
れ

る
。
ま
た
そ
の
結
果
と
し
て
、「
カ
レ
エ
粉
対
策
協
議
会
」
は
、
た
だ
な
る
公

害
対
策
の
集
ま
り
で
な
く
、〈
労
使
紛
争
〉
の
趣
を
も
呈
し
た
会
合
と
し
て
表

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
い
わ
ば
弱
者
の
視
点
に
立
っ
た
〈
労
使
紛
争
〉
の
表

現
と
い
う
形
で
、
梅
崎
春
生
の
社
会
へ
の
関
心
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
３
章
で
は
、
平
沼
倫
子
の
自
宅
最
寄
駅
に
お
い
て
「
賃
上
闘
争
の
ポ

ス
タ
ー
が
う
す
ぐ
ら
い
電
灯
の
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
て
」
お
り
、
11
章
で
は
、

自
宅
へ
向
か
う
途
中
の
栗
山
佐
介
が
「
賃
上
闘
争
の
ポ
ス
タ
ー
を
横
目
で
見
な

が
ら
」「
改
札
口
を
通
り
抜
け
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
倫
子
と
佐

介
が
同
じ
駅
を
利
用
し
、
実
は
生
活
圏
を
重
ね
て
い
る
こ
と
の
暗
示
と
見
ら

れ
、
梅
崎
当
初
の
構
想
に
基
づ
く
表
現
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ

う
し
た
作
者
の
意
図
以
上
に
、
そ
の
頃
の
社
会
状
況
が
こ
の
二
つ
の
表
現
の
中

に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。「
砂
時
計
」
連
載
が
開
始
さ
れ
る
前
年

辺
り
か
ら
、
賃
上
げ
等
の
待
遇
改
善
を
め
ぐ
っ
て
労
働
者
と
資
本
家
が
し
ば
し

ば
対
立
、
い
わ
ゆ
る
〈
労
使
紛
争
〉〈
ス
ト
ラ
イ
キ
〉
が
実
際
に
発
生
し
て
い

た
か
ら
で
あ
る

（
13
）

。
中
で
も
昭
和
二
十
九
年
六
月
四
日
か
ら
九
月
十
六
日
ま
で
、

つ
ま
り
「
砂
時
計
」
連
載
開
始
前
後
の
105
日
間
に
渡
っ
た
近
江
絹
糸
紡
績
に
お

け
る
ス
ト
ラ
イ
キ
は
、
世
間
か
ら
特
別
の
注
目
を
集
め
た
〈
労
使
紛
争
〉
で
あ

っ
た

（
14
）

。
近
江
絹
糸
の
夏
川
嘉
久
次
社
長
は
、
さ
な
が
ら
女
工
哀
史
の
ご
と
く
、

年
少
女
工
員
を
低
賃
金
で
働
か
せ
、
時
間
外
労
働
を
強
制
、
私
生
活
ま
で
制
限
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を
加
え
て
い
た
。
前
近
代
的
と
言
う
べ
き
同
社
の
経
営
方
針
に
対
し
て
、
従
業

員
が
立
ち
上
が
り
、
世
論
の
多
く
も
彼
ら
を
支
持
。
一
連
の
い
き
さ
つ
か
ら

〈
人
権
争
議
〉
と
も
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

「
砂
時
計
」
に
お
け
る
修
羅
吉
五
郎
の
カ
レ
エ
粉
工
場
、
そ
れ
に
対
す
る
「
カ

レ
エ
粉
対
策
協
議
会
」
に
は
、
こ
の
近
江
絹
糸
〈
人
権
争
議
〉
を
彷
彿
さ
せ
る

描
写
が
数
多
く
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
カ
レ
エ
粉
工

場
に
お
け
る
「
年
少
女
工
員
」
の
「
低
賃
金
」「
時
間
外
労
働
」
が
記
さ
れ
て
お

り
、
ま
た
「
カ
レ
エ
粉
対
策
協
議
会
」
で
語
ら
れ
る
修
羅
吉
五
郎
の
人
物
像
も
、

「
違
法
の
労
働
を
強
制
」
す
る
独
裁
者
と
し
て
夏
川
嘉
久
次
社
長
と
重
な
る
。

加
え
て
「
砂
時
計
」
18
章
に
は
次
の
よ
う
な
場
面
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

失
業
者
の
乃
木
七
郎
は
、
チ
ョ
ビ
鬚
の
男
に
声
を
か
け
ら
れ
、
日
当
八
百
円

の
仕
事
を
引
き
受
け
る

（
15
）

。
仕
事
の
内
容
は
不
明
だ
が
、
拳
固
大
の
石
を
十
個
持

参
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
乃
木
以
外
に
も
五
、
六
人
の
男
た
ち
が
雇
わ
れ
て
い

た
。
現
場
に
着
い
て
チ
ョ
ビ
鬚
が
指
示
し
た
仕
事
は
、「
カ
レ
エ
粉
対
策
協
議

会
」
の
行
わ
れ
て
い
る
部
屋
を
目
が
け
て
「
一
斉
に
石
を
投
げ
る
」
こ
と
で
あ

っ
た
。

チ
ョ
ビ
鬚
は
立
ち
止
り
、
投
石
の
姿
勢
を
と
り
、
六
人
を
見
廻
し
な
が

ら
、
低
い
す
る
ど
い
声
で
号
令
を
か
け
た
。「
突
撃
！
」
／
雨
に
濡
れ
た

顔
に
更
に
汗
い
つ
ぱ
い
ふ
き
出
し
な
が
ら
、
乃
木
七
郎
は
無
我
夢
中
で
ポ

ケ
ッ
ト
の
石
を
つ
か
ん
だ
。
天
井
か
ら
ぶ
ら
下
つ
た
百
ワ
ッ
ト
の
電
球
め

が
け
て
、
力
ま
か
せ
に
投
げ
つ
け
た
。
石
は
電
球
に
当
ら
ず
、
コ
ー
ド
を

か
す
め
て
壁
に
ぶ
つ
か
り
、
空
し
く
ぼ
と
り
と
畳
に
落
ち
た
。
他
の
六
つ

の
掌
の
石
も
、
空
気
を
切
つ
て
飛
ん
だ
。
カ
レ
エ
粉
対
策
協
議
場
は
た
ち

ま
ち
に
し
て
総
立
ち
と
な
り
、
大
混
乱
に
お
ち
い
つ
た
。

対
し
て
実
際
の
近
江
絹
糸
〈
人
権
争
議
〉
で
は
、
昭
和
二
十
九
年
六
月
十
六

日
付
『
朝
日
新
聞
』
の
記
事
等
か
ら
、
次
の
よ
う
な
事
実
が
確
か
め
ら
れ
る

（
16
）

。

夏
川
嘉
久
次
社
長
ら
近
江
絹
糸
経
営
者
は
、
労
働
組
合
に
対
抗
す
る
手
段
と

し
て
「
大
阪
市
内
の
浮
浪
者
を
多
数
雇
入
れ
」、「
会
社
側
応
援
臨
時
人
夫
」
と

し
て
計
二
百
八
十
名
を
「
大
垣
工
場
」
に
派
遣
。
六
月
十
五
日
夜
か
ら
翌
朝
に

か
け
て
、
そ
の
応
援
人
夫
が
工
場
門
を
守
る
労
働
組
合
員
に
「
コ
ブ
シ
大
の
石

を
投
げ
」
つ
け
「
大
乱
闘
」
と
な
り
、「
重
傷
12
人
」
が
出
た
。

前
者
の
場
面
が
後
者
の
事
実
を
な
ぞ
ら
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
梅
崎
春
生
は
「
カ
レ
エ
粉
対
策
協
議
会
」
へ
の
「
敵
方
の
悪
質
な
妨

害
」
を
描
き
、
そ
の
背
後
に
あ
る
修
羅
吉
五
郎
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と

で
、
実
際
に
起
こ
っ
た
労
働
組
合
員
へ
の
投
石
事
件
、
そ
れ
を
指
示
し
た
経
営

者
夏
川
嘉
久
次
を
読
者
に
想
起
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
「
砂
時
計
」
に
お
け
る
「
カ
レ
エ
粉
対
策
協
議
会
」
は
、〈
東
京
都

バ
イ
煙
公
害
〉
と
同
時
に
、
そ
れ
以
上
に
近
江
絹
糸
〈
人
権
争
議
〉
を
イ
メ
ー

ジ
し
て
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
。
カ
レ
エ
粉
公
害
の
被
害
者
と
い
う
一
見

ば
か
ば
か
し
く
も
、
庶
民
、
弱
者
の
視
点
に
立
っ
た
舞
台
設
定
を
通
し
て
、
そ

の
頃
に
は
生
々
し
い
二
つ
の
社
会
的
事
件
が
同
時
に
映
し
出
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。

― 21―



二
―（
２
）

今
度
は
「
夕
陽
養
老
院
」
の
場
面
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
戸
塚
麻
子
は
、

在
院
者
代
表
会
議
を
つ
づ
け
る
老
人
た
ち
が
「
日
本
の
左
翼
運
動
」
を
、
院
長

や
経
営
者
団
が
「
当
時
の
日
本
政
府
」
を
象
徴
し
て
い
る
と
論
ず
る

（
17
）

。
先
に
も

検
討
し
た
梅
崎
の
モ
チ
ー
フ
を
大
枠
で
は
捉
え
た
考
察
で
あ
り
、
特
に
経
営
者

団
に
対
す
る
指
摘
は
的
確
と
言
え
よ
う
。

例
え
ば
27
章
で
は
「
今
の
総
理
や
先
代
の
総
理
大
臣
」
の
「
や
り
口
」「
巧

妙
な
手
口
」
が
経
営
者
会
議
の
話
題
と
な
っ
て
い
る
上
に
、
29
章
で
は
「
黄
変

米
」
を
「
強
化
米
」
と
ご
ま
か
し
て
老
人
た
ち
の
食
事
に
供
し
て
い
る
こ
と
を

黒
須
院
長
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
昭
和
二
十
九
年
七
月
、
日
本
政
府
が
黄
変

米
配
給
を
決
定
し
、
世
論
の
反
発
を
招
い
た
事
実

（
18
）

が
そ
こ
に
は
重
ね
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
在
院
者
代
表
会
議
に
つ
い
て
は
、「
左
翼
運
動
」
と
い
う
幅
広
い
言

い
方
で
な
く
、
い
ま
少
し
限
定
し
た
解
釈
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
９
章
で

は
、
担
当
医
の
俵
が
獣
医
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
惑
が
語
ら
れ
て
い
る
。
実

際
、
俵
は
獣
医
で
、
こ
れ
ま
た
戯
画
的
な
設
定
と
言
え
よ
う
が
、
そ
の
処
遇
に

対
す
る
老
人
た
ち
の
発
言
に
目
を
向
け
た
い
。
瀧
川
爺
が
「
こ
の
俺
た
ち
は
人

間
並
み
に
取
り
扱
は
れ
て
ゐ
な
い
」
と
言
い
、
遊
佐
爺
も
「
こ
れ
は
も
う
人、
、権

の、
問、
題、
だ
な
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
夕
陽
養
老
院
」
で
も
近
江
絹
糸

〈
人
権
争
議
〉
を
想
起
さ
せ
る
書
き
方
が
為
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
近
江
絹

糸
〈
人
権
争
議
〉
は
、
ま
さ
に
弱
者
に
よ
る
権
力
へ
の
抵
抗
と
し
て
、
梅
崎
春

生
の
興
味
を
深
く
惹
き
つ
け
た
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
が
改
め
て
確
認
さ
れ
よ
う
。

さ
ら
に
「
夕
陽
養
老
院
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
舞
台
設
定
に
つ
い
て
考
え
ね

ば
な
ら
な
い
。
敢
え
て
養
老
院
を
取
り
上
げ
た
こ
と
自
体
に
、
そ
れ
相
応
の
理

由
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

戦
後
十
年
間
で
の
養
老
院
設
置
数
の
推
移
を
見
て
み
よ
う
。
終
戦
前
、
昭
和

十
九
年
の
時
点
で
は
、
全
国
で
127
施
設
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
が
二
十
四

年
で
は
146
施
設
、
二
十
七
年
で
は
306
施
設
、
三
十
年
で
は
460
施
設
へ
と
増
加
し

て
い
る
の
で
あ
る

（
19
）

。
当
時
の
養
老
院
は
、
生
活
保
護
法
下
の
施
設
で
あ
り
、
こ

の
よ
う
な
養
老
院
数
の
増
加
じ
た
い
は
、
生
活
に
困
窮
し
て
い
た
老
人
の
多
さ

の
現
れ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
加
え
て
、
戦
後
の
新
憲
法
（
昭
和
二
十
一

年
十
一
月
公
布
）、
新
民
法
（
二
十
二
年
十
二
月
公
布
）
に
よ
っ
て
、
日
本
の

伝
統
的
な
〈
家
制
度
〉
が
事
実
上
否
定
さ
れ
た
影
響
に
も
注
意
し
た
い

（
20
）

。〈
家

制
度
〉
否
定
が
、
そ
れ
ま
で
子
供
た
ち
の
義
務
で
あ
っ
た
親
の
扶
養
を
必
ず
し

も
し
な
く
て
よ
い
、
長
男
も
含
め
て
子
供
た
ち
が
年
老
い
た
親
の
面
倒
を
見
な

く
て
も
よ
い
と
い
う
意
味
で
、
多
く
の
人
々
か
ら
解
釈
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
結
果
と
し
て
、
特
に
日
本
経
済
が
徐
々
に
復
興
し
始
め
た
昭
和
二
十
年
代
半

ば
以
降
に
な
る
と
、
経
済
的
に
は
困
窮
し
て
い
な
く
と
も
、
子
供
か
ら
荷
厄
介

に
さ
れ
た
り
、
子
供
の
家
を
盥
回
し
に
さ
れ
た
り
す
る
老
人
が
多
く
現
れ
た
。

そ
う
い
っ
た
老
人
を
対
象
と
す
る
生
活
保
護
目
的
と
は
異
な
る
養
老
施
設
も
必

要
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
一
定
の
金
額
を
纏
め
て
納
め
れ
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ば
、
老
後
を
楽
し
く
過
ご
せ
る
」
施
設
、
民
間
に
よ
る
有
料
養
老
院
の
設
置
が

求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る

（
21
）

。

「
砂
時
計
」
に
は
、
こ
う
し
た
戦
後
日
本
の
老
人
を
め
ぐ
る
社
会
状
況
も
反

映
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
実
際
、
夕
陽
養
老
院
は
「
入
所
の
当
初
」
に

「
十
万
円
さ
へ
払
ひ
込
め
ば
、
あ
と
は
死
ぬ
ま
で
た
だ
で
世
話
を
し
て
呉
れ
る
」

「
私
立
の
養
老
院
」
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
夕
陽
養
老
院
に

は
「
当
初
に
ま
と
ま
つ
た
金
額
を
納
入
す
る
能
力
を
持
つ
て
ゐ
」
な
が
ら
も
、

「
子
供
夫
婦
と
そ
り
が
合
は
な
い
と
か
、
世
の
荒
波
に
も
み
く
ち
や
に
さ
れ
て

生
き
て
行
く
の
が
イ
ヤ
に
な
つ
た
と
か
」
そ
れ
ぞ
れ
理
由
を
抱
え
る
老
人
た
ち

が
収
容
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
小
説
に
描
か
れ
て
い
る
老
人
た
ち
は
、
戦

後
の
〈
家
制
度
〉
否
定
の
下
で
、
家
庭
か
ら
、
社
会
か
ら
、
冷
た
く
あ
し
ら
わ

れ
て
き
た
人
々
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
夕
陽
養
老
院
の
老
人
た
ち
は
些
か
ド
タ
バ
タ
調
に

描
か
れ
る
中
で
、
自
分
た
ち
の
処
遇
に
対
し
て
〈
怒
れ
る
〉
人
々
で
あ
る
こ
と

が
、
特
別
な
意
味
を
持
っ
て
見
え
て
こ
よ
う
（
22
）
。〈
人
権
争
議
〉
を
読
者
に
彷
彿
さ

せ
る
狙
い
に
加
え
て
、「
砂
時
計
」
連
載
当
時
、
い
わ
ば
老
人
を
軽
視
し
、
冷

遇
す
る
社
会
の
風
潮
に
対
し
て
、〈
怒
れ
る
老
人
〉
が
実
際
に
多
く
存
在
し
て
い

た
こ
と
の
表
れ
と
も
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
20
章
（
連
載
第
九
回
目
・
昭
和
三
十
年
四
月
号
『
群
像
』
掲
載
）
の

一
場
面
に
注
目
し
た
い
。
院
長
と
老
人
た
ち
の
会
見
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て

い
る
。

（
在
院
者
代
表
・
柿
本
爺
）「
院
長
は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
設
置
を
、
冗
談
と
し

て
聞
き
流
し
た
や
う
だ
が
、
そ
れ
こ
そ
飛
ん
で
も
な
い
心
得
違
ひ
だ
。
二

階
か
階
下
か
と
い
ふ
こ
と
は
、
こ
れ
は
た
い
へ
ん
重
要
な
こ
と
だ
。
こ
れ

は
た
ん
に
階
段
の
登
り
降
り
だ
け
の
問
題
で
な
い
。
い
い
で
す
か
。
も
し

万
一
こ
の
夕
陽
養
老
院
が
火
事
に
で
も
な
つ
て
見
な
さ
い
。
階
上
に
部
屋

、
、
、
、
、

を
割
当
て
ら
れ
た
も
の
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
階
下
の
そ
れ
に
く
ら
べ
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
焼
死
の
危
険
率

、
、
、
、
、
、

が
ぐ
ん
と
増
大

、
、
、
、
、
、

す
る
。」（
中
略
）
／
（
同
・
遊
佐
爺
）「
わ
し
の
七
十
八
年

の
経
験
に
よ
る
と
、
建
物
と
い
ふ
や
つ
は
老
朽
す
れ
ば
す
る
ほ
ど

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
火
の
、
、

廻
り
が
早
い

、
、
、
、
、

や
う
だ
。
し
か
も
わ
し
ら
は
老
齢
で
、
ど
う
し
て
も
行
動
の

敏
活
を
欠
く
。
か
う
い
ふ
状
況
で
階
下
か
ら
火
が
出
た
ら
、
階
上
の
わ
れ

わ
れ
は
集
団
的
に
焼
け
死
ん
で
し
ま
ふ
だ
ら
う
。
大
体
養
老
院
に
二
階
を

、
、
、
、
、
、
、

つ
く
る
な
ん
て
こ
と
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
常
識
外
れ

、
、
、
、

の
暴
挙
だ
と
言
つ
て
い
い
こ
と
だ

ぞ
」（
中
略
）
／
院
長
は
顎
鬚
を
し
ご
き
、
わ
ざ
と
ら
し
い
軽
蔑
的
な
表

情
を
つ
く
つ
た
。「
火
災
予
防
に
関
し
て
は
、
当
方
も
い
ろ
い
ろ
考
へ
、

い
ろ
い
ろ
手
も
打
つ
て
あ
る
。
諸
君
さ
へ
火
に
注
意
す
れ
ば
、
当
院
に
お

い
て
は
絶
対
に
火
災
は
起
き
な
い
。
す
な
は
ち
だ
な
、
寝
床
の
中
で
煙
草

を
吸
ふ
と
か
―
」
／
（
遊
佐
爺
）「
煙
草
だ
け
が
火
災
の
原
因
ぢ
や
な
い

ぞ
。
漏
電
、
、

な
ん
か
も
あ
る
」

加
え
て
老
人
た
ち
は
、
火
災
時
の
対
策
と
し
て
、「
す
べ
り
台

、
、
、
、

を
つ
く
つ
た

ら
ど
う
や
」「
す
べ
り
台
は
い
い
ぜ
。
火
事
に
な
つ
て
も
、
ス
ー
ッ
と
辷
つ
て

逃
げ
ら
れ
る
」
と
発
言
、
対
し
て
院
長
は
「
す
べ
り
台
」
設
置
費
用
に
つ
い
て
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「
五
万
円
で
出
来
る
も
の
か
。
十
万
円

、
、
、

は
か
か
る
ぞ
」
と
答
え
て
い
る
。

火
災
時
の
対
策
に
つ
い
て
老
人
た
ち
が
怒
り
、
院
長
に
詰
め
寄
る
姿
を
描
く

こ
の
場
面
は
、
そ
の
発
表
の
少
し
前
、
お
そ
ら
く
は
梅
崎
春
生
が
連
載
第
九
回

の
執
筆
に
取
り
掛
か
ろ
う
と
し
て
い
た
時
期
に
発
生
し
た
、
あ
る
事
件
を
踏
ま

え
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。
昭
和
三
十
年
二
月
十
七
日
早
朝
に
起
こ
っ
た
「
聖

母
の
園
養
老
院
・
火
災
」
で
あ
る
。

当
時
の
新
聞
報
道

（
23
）

に
よ
る
と
、「
聖
母
の
園
養
老
院
」
は
カ
ト
リ
ッ
ク
修
道

院
が
運
営
し
、
建
物
は
「
旧
海
軍
庁
舎
を
改
造
し
た
木
造
二
階
建

、
、
、

」
を
使
用
し

て
い
た
。
古
い
木
造
建
築
で
あ
っ
た
分

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
火
の
廻
り
は
早
く

、
、
、
、
、
、
、

、
し
か
も
二
階
建

て
で
あ
っ
た
た
め
に
階
上
の
老
人
が
逃
げ
遅
れ
被
害
は
拡
大

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
焼
死
者
は
98
名

を
数
え
た
と
言
う
。
火
災
の
原
因
に
つ
い
て
は
、「
漏
電
、
、

説
」
な
ど
が
有
力
視

さ
れ
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

火
災
の
翌
日
、
二
月
十
八
日
付
『
朝
日
新
聞

（
24
）

』
を
見
る
と
、「
彼
ら
は
守
ら

れ
て
い
な
い
！

人
生
の
終
点
・
養
老
院
」
と
の
大
見
出
し
の
下
で
、
全
国
の

養
老
院
施
設
の
老
朽
化
、
火
災
時
の
危
険
さ
が
大
き
く
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
中

で
も
東
京
都
葛
飾
区
の
養
老
院
高
砂
園
は
、
火
災
対
策
と
し
て
「
直
接
二
階
の

廊
下
か
ら
表
に
す
べ
り
出
せ
る
退
避
用
の
ス
ベ
リ
台

、
、
、
、
、
、
、
、

を
つ
け
る
こ
と
を
思
い
つ

い
た
」
も
の
の
、「
こ
の
ス
ベ
リ
台
一
本
つ
け
る
に
は
十
万
円

、
、
、

近
く
か
か
る
」
た

め
、「
今
の
と
こ
ろ
ど
う
に
も
見
当
が
つ
」
か
な
い
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
。

し
か
も
同
日
付
『
読
売
新
聞
』
社
説
に
は
、
次
の
よ
う
な
文
章
が
見
ら
れ
る
。

宗
教
的
信
念
で
経
営
し
て
い
る
も
の
で
も
、
こ
ん
ど
の
よ
う
な
事
件
が

起
る
の
だ
。
ま
し
て
、
お
役
目
的
に
や
っ
て
い
る
官
公
営
の
養
老
院
や
、

場
合
に
よ
っ
て
は
老
人
を
食
い
も
の
に
す
る
一
部
の
私
営
の
も
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

で
、
決

し
て
か
か
る
事
件
が
起
ら
ぬ
と
、
い
っ
た
い
だ
れ
が
保
証
し
得
よ
う
。

「
砂
時
計
」
連
載
中
に
起
こ
っ
た
社
会
的
事
件
を
梅
崎
春
生
が
作
中
に
す
か

さ
ず
取
り
入
れ
、
描
写
に
活
か
し
た
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。「
す
べ
り
台
」

設
置
要
求
ま
で
も
が
事
実
の
反
映
で
あ
っ
た
。
当
時
の
読
者
は
右
の
院
長
と
老

人
た
ち
の
や
り
取
り
を
通
し
て
、「
聖
母
の
園
養
老
院
・
火
災
」
が
想
起
さ
せ

ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
前
年
よ
り
養
老
院
を
一
つ
の
舞
台
と

し
て
連
載
を
進
め
て
い
た
こ
の
小
説
か
ら
、
そ
の
作
品
世
界
が
現
実
を
先
取
り

し
て
い
た
印
象
さ
え
受
け
た
で
あ
ろ
う
。

「
聖
母
の
園
養
老
院
・
火
災
」
は
、
右
の
新
聞
報
道
に
も
あ
る
よ
う
に
、
老

人
が
社
会
的
に
「
守
ら
れ
て
い
な
い
」
こ
と
、
彼
ら
が
戦
後
日
本
社
会
か
ら
冷

遇
さ
れ
て
き
た
社
会
的
な
弱
者
で
あ
る
こ
と
を
広
く
人
々
に
知
ら
し
め
る
事
件

で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
事
件
に
関
す
る
新
聞
社
説
か
ら
、
夕
陽
養
老
院
の
ご
と

く
、「
老
人
を
食
い
も
の
に
す
る
」
私
立
養
老
院
が
実
際
に
一
部
で
存
在
し
て

い
た
こ
と
も
確
か
め
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
同
時
代
に
対
す
る
梅
崎
春
生
の
批

判
が
、
火
災
対
策
に
つ
い
て
院
長
に
詰
め
寄
る
老
人
た
ち
の
台
詞
を
通
し
て
表

れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
砂
時
計
」
に
お
け
る
「
夕
陽
養
老
院
」
は
、
何
よ
り
戦
後
の
〈
家
制
度
〉

否
定
に
よ
る
老
人
軽
視
の
社
会
風
潮
を
反
映
し
た
設
定
と
言
え
る
。
そ
の
上
に

近
江
絹
糸
〈
人
権
争
議
〉
が
重
ね
ら
れ
、
か
つ
ま
た
黒
須
院
長
ら
に
は
時
の
日
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本
政
府
の
イ
メ
ー
ジ
ま
で
も
が
託
さ
れ
て
い
た
。「
カ
レ
エ
粉
対
策
協
議
会
」

と
同
様
、「
夕
陽
養
老
院
」
に
も
同
時
代
の
社
会
が
重
層
的
に
映
し
出
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

二
―（
３
）

か
く
の
ご
と
く
「
砂
時
計
」
中
盤
以
降
に
は
、
同
時
代
の
社
会
的
な
事
件
が

数
多
く
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
初
出
か
ら
五
十
年
以
上
経
過
し
た
こ

と
で
読
み
取
ら
れ
に
く
く
、
ま
た
戯
画
的
に
表
さ
れ
て
い
る
故
に
、
今
日
に
お

い
て
は
正
当
に
評
価
さ
れ
難
い
側
面
が
あ
る
。
し
か
し
、
決
し
て
通
俗
的
ユ
ー

モ
ア
な
ど
と
貶
め
る
表
現
で
な
く
、
皮
肉
や
冷
笑
が
込
め
ら
れ
た
、
弱
者
の
立

場
に
よ
る
同
時
代
批
判
と
し
て
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
も
一
つ
の
舞
台

に
複
数
の
出
来
事
が
映
し
出
さ
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
重
層
表
現
に
よ
る
社
会
諷

刺
と
見
做
せ
る
の
で
あ
る
。

物
語
中
盤
以
降
の
特
色
が
如
実
に
表
れ
た
一
節
と
し
て
、
最
後
に
「
砂
時

計
」
最
終
場
面
を
取
り
上
げ
た
い
。
会
議
を
終
え
て
夕
陽
養
老
院
を
去
っ
て
い

く
経
営
者
団
の
姿
が
次
の
ご
と
く
描
か
れ
て
い
る
。

そ
の
石
こ
ろ
道
を
経
営
者
た
ち
の
一
行
が
小
さ
く
歩
い
て
ゐ
た
。
そ
の

右
手
に
あ
た
る
雑
木
林
の
中
か
ら
、
大
小
数
匹
の
よ
ご
れ
た
犬
が
の
そ
の

そ
と
這
ひ
出
し
、
い
や
な
声
で
啼
き
立
て
な
が
ら
、
こ
も
ご
も
入
り
乱
れ

て
石
こ
ろ
道
に
走
つ
て
来
た
。
最
初
に
悲
鳴
を
あ
げ
た
の
は
、
一
行
の
最

後
尾
を
歩
い
て
ゐ
た
女
金
貸
で
あ
つ
た
。
／
「
犬
が
！
」（
中
略
）
経
営

者
た
ち
は
て
ん
で
に
折
詰
め
を
道
ば
た
に
投
げ
捨
て
、
走
る
な
、
走
る

な
、
と
お
互
ひ
を
牽
制
し
合
ひ
な
が
ら
、
競
歩
の
選
手
の
や
う
に
足
を
突

張
つ
て
駅
に
急
い
で
ゐ
た
。
競
歩
と
言
ふ
に
は
そ
れ
は
規
約
を
無
視
し
過

ぎ
て
ゐ
て
、
や
は
り
そ
れ
は
一
種
の
疾
走
で
あ
つ
た
。
犬
た
ち
は
折
詰
め

に
た
か
つ
て
は
そ
れ
を
食
べ
尽
く
し
、
ま
た
疾
走
す
る
経
営
者
た
ち
の
あ

と
を
追
つ
て
走
つ
た
。

同
じ
場
面
で
玄
関
に
立
っ
て
経
営
者
団
を
見
送
っ
て
い
た
黒
須
院
長
は
、
階

上
に
居
た
ニ
ラ
爺
か
ら
頭
上
め
が
け
て
物
を
落
さ
れ
、
禿
頭
か
ら
ど
く
ど
く
血

を
流
す
こ
と
と
な
る
。

「
老
人
を
食
い
も
の
」
に
し
て
い
た
経
営
者
団
と
院
長
が
、
最
後
に
手
痛
い

し
っ
ぺ
返
し
に
会
う
こ
の
最
終
場
面
は
、
勧
善
懲
悪
の
趣
が
強
い
。
ま
た
ド
タ

バ
タ
喜
劇
の
雰
囲
気
も
あ
っ
て
、
通
俗
的
に
さ
え
見
え
る
結
末
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
う
し
た
言
い
方
で
片
付
け
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
適
切
で
な
い
。

例
え
ば
こ
の
場
面
の
直
前
、
経
営
者
会
議
の
内
容
を
盗
み
聞
き
し
た
ニ
ラ
爺

と
煙
爺
が
「
耳
を
猟
犬
の
や
う
に
そ
ば
だ
て
、
眼
を
き
ら
き
ら
と
光
ら
せ
て
怒

つ
て
ゐ
た
」
と
記
さ
れ
、
16
章
で
は
院
長
か
ら
手
懐
け
ら
れ
た
ニ
ラ
爺
の
姿
が

「
つ
な
が
れ
た
犬
み
た
い
」
だ
と
も
表
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
17
章
で
は
カ
レ
エ

粉
工
場
の
従
業
員
た
ち
が
「
違
法
の
労
働
の
強
制
を
さ
れ
」
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
、「
犬
の
や
う
に
口
か
せ
を
は
め
ら
れ
」
て
い
る
と
も
形
容
し
て
い
る
。

さ
ら
に
「
砂
時
計
」
連
載
も
中
盤
に
差
し
掛
か
っ
て
い
た
昭
和
三
十
年
一
月
末

よ
り
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
『
朝
日
新
聞
』「
東
京
版
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
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こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
そ
こ
に
表
さ
れ
た
も
の
は
明
ら
か
と
な
ろ
う
。

ま
ず
一
月
三
十
日
付
の
紙
面
に
「
野
犬
『
薬
殺
』
二
日
か
ら
」
と
の
記
事
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
い
で
二
月
五
日
付
に
は
「
散
布
場
所
な
ど
決
る
野
犬

薬
殺
毒
入
ダ
ン
ゴ
」
と
の
見
出
し
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
も
二
月
十
三

日
付
に
「
都
内
各
所
で
野
犬
薬
殺
」、
二
月
二
十
七
日
付
に
「
野
犬
薬
殺
打
切

り
」
と
題
す
る
記
事
が
、
そ
れ
ぞ
れ
載
っ
て
い
た
の
で
あ
る

（
25
）

。

当
時
、
東
京
都
に
は
野
犬
が
多
数
存
在
し
問
題
と
な
り
、
薬
殺
処
分
が
行
わ

れ
て
い
た
。
梅
崎
春
生
は
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
「
砂
時
計
」
の
最
終
場
面
を

創
り
上
げ
た
と
言
え
よ
う
。

野
犬
も
か
つ
て
は
人
間
に
飼
わ
れ
て
い
た
愛
犬
で
あ
り
、
人
間
の
都
合
で
野

放
し
に
さ
れ
野
犬
と
な
る
。
に
も
拘
ら
ず
野
犬
た
ち
は
、
こ
れ
ま
た
人
間
の
都

合
で
薬
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
野
犬
と
は
、
ま
さ
に
人
間
の
都
合
に
振
り
回
さ
れ

る
人
間
社
会
の
犠
牲
者
に
他
な
ら
な
い
。
東
京
都
の
野
犬
薬
殺
か
ら
、
梅
崎
春

生
は
そ
の
よ
う
に
考
え
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

す
な
わ
ち
「
砂
時
計
」
最
終
場
面
に
描
か
れ
た
犬
た
ち
は
、
カ
レ
エ
粉
工
場

の
従
業
員
や
夕
陽
養
老
院
の
老
人
た
ち
の
ご
と
く
、
社
会
的
に
虐
げ
ら
れ
た

人
々
の
象
徴
と
言
え
る
。
そ
し
て
そ
の
野
犬
た
ち
が
経
営
者
団
を
襲
う
姿
を
通

し
て
、
弱
者
に
よ
る
権
力
へ
の
抵
抗
が
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ

の
ま
ま
近
江
絹
糸
〈
人
権
争
議
〉
を
闘
っ
た
人
々
と
「
家
制
度
」
が
否
定
さ
れ

た
戦
後
社
会
に
対
し
て
〈
怒
れ
る
〉
老
人
た
ち
を
も
表
し
て
い
よ
う
。

一
見
、
通
俗
的
な
気
配
も
あ
る
最
終
場
面
で
あ
る
が
、
実
は
そ
こ
に
は
弱
者
の

視
点
に
立
っ
た
作
者
の
同
時
代
批
判
が
集
約
的
に
表
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
物

語
中
盤
以
降
の
表
現
と
モ
チ
ー
フ
が
、
こ
こ
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に

「
砂
時
計
」
は
物
語
展
開
に
破
綻
が
見
ら
れ
、
作
品
全
体
と
し
て
は
上
々
の

出
来
と
言
え
そ
う
に
な
い
。
軽
く
読
め
ば
、
通
俗
的
ユ
ー
モ
ア
と
見
紛
う
よ
う

な
表
現
も
多
く
認
め
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
物
語
中
盤
以
降
に
は
、
梅
崎
春
生
の
社
会
諷
刺
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
。「
カ
レ
エ
粉
対
策
協
議
会
」「
夕
陽
養
老
院
」
に
お
い
て
、
同
時
代

の
社
会
を
重
層
的
に
映
し
出
す
こ
と
で
、
弱
者
を
虐
げ
る
戦
後
十
年
目
の
日
本

社
会
に
対
す
る
批
判
を
、
権
力
に
抵
抗
す
る
人
々
へ
の
共
感
も
込
め
な
が
ら
表

し
た
の
で
あ
る
。
戯
画
も
時
代
背
景
と
併
せ
て
捉
え
れ
ば
、
諷
刺
を
高
め
る
表

現
と
し
て
見
え
て
く
る
。
そ
れ
ゆ
え
中
盤
以
降
の
モ
チ
ー
フ
は
、
当
時
に
あ
っ

て
は
リ
ア
ル
に
受
け
止
め
ら
れ
た
。
今
日
で
は
そ
の
リ
ア
ル
さ
は
見
え
に
く
い

も
の
の
、
決
し
て
「
単
純
化
」
で
も
「
尻
す
ぼ
ま
り
」
で
も
な
く
、
こ
の
小
説

の
優
れ
た
一
側
面
と
し
て
評
価
さ
れ
よ
う
。

梅
崎
春
生
は
自
ら
の
戦
争
体
験
を
素
材
に
し
た
「
桜
島
」（
昭
和
二
十
一
年

九
月
『
素
直
』）
で
文
壇
に
登
場
し
、「
ボ
ロ
家
の
春
秋
」（
昭
和
二
十
九
年
八

月
『
新
潮
』）
で
は
当
時
の
国
際
情
勢
を
、「
侵
入
者
」（
昭
和
三
十
一
年
二
月

『
新
潮
』）
で
は
そ
の
頃
の
日
米
関
係
を
諷
刺
的
に
表
し
て
い
た

（
26
）

。「
砂
時
計
」

は
、
梅
崎
春
生
が
戦
後
社
会
に
関
心
を
抱
き
続
け
、
創
作
に
反
映
さ
せ
て
い
た
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こ
と
を
裏
付
け
る
、
重
要
な
一
作
と
言
い
得
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）
初
刊
本
『
砂
時
計
』
は
昭
和
三
十
年
九
月
、
講
談
社
に
よ
る
。

（
２
）
十
返
肇
「『
砂
時
計
』
論
」（
昭
和
三
十
年
八
月
『
群
像
』）

（
３
）
山
本
健
吉
「
私
の
今
月
の
問
題
作
五
選
」（
昭
和
三
十
年
十
一
月
『
文
学
界
』）。
な

お
初
刊
本
『
砂
時
計
』
の
帯
に
は
「
複
雑
巧
緻
な
構
成
の
も
と
、
作
者
の
眼
に
完
全

に
濾
過
さ
れ
た
登
場
人
物
が
演
ず
る
、
現
代
社
会
諷
刺
の
深
刻
な
喜
劇
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。

（
４
）「
創
作
合
評
」（
昭
和
三
十
年
八
月
『
群
像
』）
で
、
加
藤
周
一
は
「
砂
時
計
」
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
る
。「
ぼ
く
は
前
後
で
少
し
割
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が

す
る
。
初
め
に
出
て
き
た
話
が
、
あ
と
で
読
者
が
期
待
す
る
ほ
ど
発
展
し
な
い
。
こ

と
に
最
後
の
部
分
で
『
夕
陽
養
老
院
』
の
話
が
全
体
を
食
つ
ち
や
う
よ
う
な
感
じ
が

す
る
。（
中
略
）『
平
沼
家
』
の
話
も
消
え
る
け
ど
『
白
川
社
会
研
究
所
』
も
途
中
で

消
え
る
よ
う
な
気
が
す
る
」。
和
田
勉
も
『
梅
崎
春
生
の
文
学
』（
昭
和
六
十
一
年
十

一
月
、
桜
楓
社
）
の
中
で
「
砂
時
計
」
を
取
り
上
げ
、「
な
り
ゆ
き
に
ま
か
せ
た
結
果

の
偶
然
」
に
よ
る
「
無
理
な
構
成
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
よ
う
が
な
い
」
と
論
じ
て

い
る
。

（
５
）
和
田
勉
は
注
（
４
）
前
出
の
著
書
の
中
で
、
や
は
り
「
砂
時
計
」
に
つ
い
て
、「
内
容

的
に
も
、
終
わ
り
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
作
品
と
し
て
の
高
ま
り
を
見
せ
て
い
る
」
と

記
し
て
い
る
。

（
６
）
初
刊
本
『
砂
時
計
』
に
は
、
連
載
初
出
稿
よ
り
若
干
の
加
筆
が
見
ら
れ
る
〈
後
出
、

注
（
７
）（
９
）
参
照
〉。
ま
た
新
潮
社
版
『
日
本
文
学
全
集
62
梅
崎
春
生
集
』（
昭
和

三
十
九
年
二
月
）
収
録
に
あ
た
っ
て
、
２
・
３
章
を
中
心
に
大
幅
な
本
文
の
削
除
、

移
動
、
加
筆
が
行
わ
れ
た
。
構
成
上
の
破
綻
を
多
少
な
り
と
も
修
正
し
よ
う
と
し
た

改
稿
と
言
え
る
〈
後
出
、
注
（
８
）（
15
）
参
照
〉。
新
潮
社
版
『
梅
崎
春
生
全
集
』
第

四
巻
（
昭
和
四
十
二
年
二
月
）
に
収
録
さ
れ
た
「
砂
時
計
」
は
そ
の
改
稿
版
が
底
本

で
あ
る
。
本
論
は
梅
崎
春
生
が
同
時
代
の
社
会
か
ら
如
何
な
る
影
響
を
受
け
つ
つ
「
砂

時
計
」
を
書
き
進
め
た
の
か
、
特
に
中
盤
以
降
の
モ
チ
ー
フ
と
社
会
状
況
の
関
わ
り

を
明
ら
か
に
す
る
目
的
で
連
載
初
出
稿
に
拠
っ
た
。

（
７
）
初
刊
本
『
砂
時
計
』
で
は
、
こ
れ
よ
り
先
の
２
章
に
お
い
て
、
平
沼
修
蔵
の
通
う
碁

会
所
周
辺
で
の
「
カ
レ
エ
粉
の
に
ほ
ひ
」
が
加
筆
さ
れ
て
い
る
。

（
８
）
栗
山
佐
介
が
膝
の
治
療
に
訪
れ
た
渋
川
接
骨
院
の
患
者
と
し
て
、
平
沼
倫
子
は
少
し

だ
け
顔
を
見
せ
て
い
る
。
な
お
『
日
本
文
学
全
集
62
梅
崎
春
生
集
』
収
録
に
お
け
る

改
稿
で
、
平
沼
家
の
話
は
作
中
か
ら
全
て
削
除
さ
れ
た
。

（
９
）
戸
塚
麻
子
は
『
戦
後
派
作
家
　
梅
崎
春
生
』（
平
成
二
十
一
年
七
月
、
論
創
社
）
で
、

平
沼
倫
子
と
白
川
社
会
研
究
所
長
の
「
恋
愛
関
係
」
の
暗
示
を
読
み
取
っ
て
い
る
。

戸
塚
が
論
の
底
本
に
用
い
た
初
刊
本
で
は
３
章
で
平
沼
倫
子
と
「
弥
兵
衛
」
の
関
係

が
仄
め
か
さ
れ
、
５
章
で
は
白
川
社
会
研
究
所
の
所
長
名
が
「
白
川
弥
兵
衛
」
と
記

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
は
適
切
な
考
察
と
言
え
る
。
し
か
し
、

５
章
に
お
け
る
「
白
川
弥
兵
衛

、
、
、

」
は
、
初
刊
本
で
為
さ
れ
た
加
筆
で
あ
る
。『
群
像
』

連
載
初
出
稿
で
は
、「
白
川
所
長
」
と
あ
る
だ
け
で
、「
白
川
弥
兵
衛
所
長
」
と
は
書

か
れ
て
い
な
い
。
確
か
に
初
出
稿
で
も
３
章
で
倫
子
と
「
弥
兵
衛
」
の
関
係
が
暗
示

さ
れ
て
い
る
が
、
梅
崎
春
生
が
当
初
か
ら
そ
の
「
弥
兵
衛
」
を
「
白
川
所
長
」
の
つ

も
り
で
記
し
た
か
ど
う
か
、
正
確
な
こ
と
は
不
明
で
あ
る
。

（
10
）『
戦
後
派
作
家
　
梅
崎
春
生
』〈
注
（
９
）
前
出
〉

（
11
）
た
だ
し
11
章
で
「
カ
レ
エ
粉
対
策
協
議
の
会
合
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。
ま
た
５
章
で
栗
山
佐
介
は
「
今
晩
、
僕
は
う
ち
の
近
所
の
連
中
と
の
会
合
が
あ
る

ん
だ
」
と
語
っ
て
い
る
。
そ
の
名
称
と
内
容
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
後
の
場
面
と

し
て
何
ら
か
の
会
合
を
描
く
こ
と
が
、
こ
の
時
点
で
予
定
さ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

（
12
）「
バ
イ
煙
防
止
条
例
」
は
昭
和
三
十
年
十
月
、
公
布
さ
れ
た
（
東
京
都
環
境
保
全
局

環
境
管
理
部
『
東
京
都
環
境
白
書
資
料
集
』〈
平
成
十
二
年
三
月
〉
参
照
）。
な
お
戸
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塚
麻
子
は
、
栗
山
佐
介
の
言
う
「
公
害
法
と
い
ふ
法
案
」
に
つ
い
て
、「
一
九
五
五
年

に
厚
生
省
が
準
備
し
た
生
活
環
境
汚
染
防
止
基
準
法
案
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
」
と

記
し
て
い
る
（『
戦
後
派
作
家
　
梅
崎
春
生
』〈
注
（
９
）
前
出
〉）。

（
13
）
昭
和
二
十
八
年
に
は
、
例
え
ば
賃
上
げ
要
求
等
に
よ
る
日
産
自
動
車
の
労
働
争
議
、

人
員
整
理
反
対
に
よ
る
三
井
鉱
山
の
労
働
争
議
な
ど
が
発
生
し
て
い
る
（
大
河
内
一

男
『
戦
後
日
本
の
労
働
運
動
　
改
訂
版
』〈
昭
和
三
十
六
年
六
月
、
岩
波
新
書
〉
斎
藤

一
郎
『
戦
後
労
働
運
動
史
』〈
昭
和
四
十
九
年
八
月
、
社
会
評
論
社
〉
参
照
）。

（
14
）
以
下
の
考
察
は
、
全
国
繊
維
産
業
労
働
組
合
同
盟
編
『
近
江
絹
糸
大
争
議
の
経
過
』

第
一
部
（
昭
和
二
十
九
年
八
月
）、
同
第
二
部
（
二
十
九
年
十
月
）、
青
年
法
律
家
協

会
編
『
人
権
争
議

―
近
江
絹
糸
労
働
者
の
た
た
か
い
―
』（
三
十
年
十
月
、
法
律

文
化
社
）
を
参
照
。
例
え
ば
『
近
江
絹
糸
大
争
議
の
経
過
』
第
一
部
37
〜
38
頁
に
は
、

二
十
九
年
六
月
二
日
に
行
わ
れ
た
近
江
絹
糸
紡
績
労
働
組
合
総
決
起
大
会
に
お
け
る
次

の
よ
う
な
「
大
会
宣
言
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
我
国
の
憲
法
は
主
権
在
民
の
上
に

た
ち
、
人
格
の
尊
厳
と
個
人
の
権
利
と
義
務
の
平
等
を
規
定
し
、
我
々
労
働
者
が
一

致
団
結
、
団
体
行
動
を
行
う
権
利
を
う
た
つ
て
い
る
。
／
し
か
る
に
資
本
金
十
億
円
、

近
代
的
設
備
を
誇
り
、
紡
績
業
界
に
於
て
五
指
に
屈
せ
ら
れ
る
近
江
絹
糸
紡
績
に
働

く
一
万
三
千
の
我
々
労
働
者
は
、
労
働
三
法
は
お
ろ
か
、
憲
法
を
す
ら
ふ
み
に
じ
つ

た
貪
慾
あ
く
な
い
労
務
管
理
の
犠
牲
に
な
り
、
終
戦
後
十
年
に
な
ら
ん
と
す
る
今
日

い
ま
だ
に
民
主
主
義
の
、
自
由
の
な
ん
た
る
か
を
解
せ
ず
前
世
紀
資
本
主
義
的
女
工

哀
史
を
綴
ら
さ
れ
て
い
る
。
／
即
ち
労
基
法
に
違
反
し
た
時
間
外
労
働
の
強
制
、
時

間
外
賃
金
の
不
払
い
、
人
権
を
ジ
ュ
ウ
リ
ン
し
た
結
婚
の
阻
止
、
向
学
心
に
燃
え
る

青
年
の
就
学
妨
害
、
旧
軍
隊
よ
り
厳
し
い
と
云
は
れ
る
寄
宿
舎
生
活
等
々
。
／
枚
挙

に
い
と
ま
の
な
い
非
人
道
的
な
抑
圧
の
前
に
遺
憾
な
が
ら
我
々
は
今
日
迄
屈
服
し
て
来

た
。
／
一
万
三
千
の
同
志
諸
君
！
／
目
を
開
け
、
そ
し
て
聞
け
！
／
格
子
な
き
牢
獄

に
呻
吟
す
る
過
去
の
奴
隷
労
働
に
終
止
符
を
打
と
う
、
解
放
の
鐘
を
高
ら
か
に
う
ち

な
ら
そ
う
！
（
後
略
）」。

（
15
）『
日
本
文
学
全
集
62
梅
崎
春
生
集
』
収
録
の
改
稿
版
で
は
、
平
沼
家
の
話
を
削
除
し

た
代
わ
り
に
、
こ
の
乃
木
七
郎
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
２
章
に
移
動
。〈
乃
木
七
郎
が
チ
ョ

ビ
鬚
の
男
に
話
し
か
け
ら
れ
、
仕
事
を
引
き
受
け
る
ま
で
〉
を
投
石
事
件
の
描
写
か

ら
切
り
離
し
、
物
語
の
よ
り
早
い
段
階
へ
移
す
こ
と
で
、
後
に
事
件
を
描
く
伏
線
と

し
て
い
る
。

（
16
）「
浮
浪
者
を
各
工
場
へ
　
会
社
側
、
雇
い
入
れ
て
送
り
こ
む
」「
近
江
絹
糸
工
場
　
大

垣
で
重
傷
12
人
出
す
　
臨
時
人
夫
と
ピ
ケ
隊
乱
闘
」
と
の
見
出
し
記
事
に
よ
る
。
な

お
『
近
江
絹
糸
大
争
議
の
経
過
』
第
一
部
〈
注
（
14
）
前
出
〉
で
は
、
大
阪
で
の
浮

浪
者
雇
用
に
つ
い
て
９
頁
で
、
大
垣
工
場
で
の
投
石
事
件
に
つ
い
て
85
頁
で
報
告
し

て
い
る
。

（
17
）『
戦
後
派
作
家
　
梅
崎
春
生
』〈
注
（
９
）
前
出
〉

（
18
）「『
有
毒
黄
変
米
』
を
配
給
」「
学
者
ら
強
く
反
対
」（
昭
和
二
十
九
年
七
月
二
十
七
日

付
『
朝
日
新
聞
』）
参
照
。

（
19
）
藤
崎
宏
子
「
戦
後
混
乱
期
の
養
老
施
設
」（
昭
和
六
十
年
三
月
『
人
文
学
報
』
第
179

号
）
参
照
。

（
20
）
以
下
の
考
察
は
、
岡
本
多
喜
子
『
老
人
福
祉
法
の
制
定
』（
平
成
五
年
八
月
、
誠
信

書
房
）、
全
国
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
編
『
全
労
連
十
五
年
の
歩
み
』（
奥
付
日
付
な
し
）

参
照
。
例
え
ば
岡
本
は
前
者
の
中
で
、「
敗
戦
後
の
民
法
改
正
は
、
長
男
も
含
め
て
、

子
供
が
親
の
面
倒
を
見
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
解
釈
さ
れ
（
中
略
）
高
齢
者
を
不

安
に
陥
れ
た
」
と
記
す
。
ま
た
後
者
に
は
戦
後
の
社
会
風
潮
を
語
る
文
章
と
し
て
、

次
の
よ
う
な
新
聞
記
事
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。「
新
憲
法
は
従
来
の
家
族
制
度
に
大
変

革
を
も
た
ら
し
た
。
親
に
対
す
る
子
女
の
扶
養
義
務
に
つ
い
て
も
い
ま
わ
し
い
ト
ラ

ブ
ル
が
多
く
、
戦
後
の
混
乱
か
ら
自
由
と
放
縦
を
は
き
違
え
、
一
般マ

マ

老
人
を
軽
視
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
誤
っ
た
個
人
主
義
か
ら
老
人
は
と
か
く
家
庭
で
邪
魔
者
扱
い
を

う
け
る
よ
う
で
あ
る
（
後
略
）。」「
戦
後
、
家
族
制
度
が
く
ず
れ
、
国
民
生
活
が
窮
迫

を
つ
げ
て
い
る
今
日
、
働
こ
う
に
も
働
け
ぬ
老
人
は
、
と
か
く
邪
魔
者
扱
い
に
さ
れ
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る
。
人
生
の
悲
し
み
を
訴
え
よ
う
に
も
訴
え
る
す
べ
の
な
い
老
人
が
多
い
。」（
前
者

『
大
阪
新
聞
』、
後
者
『
朝
日
新
聞
』。
と
も
に
日
付
不
明
。
引
用
は
『
全
労
連
十
五
年

の
歩
み
』
に
よ
る
）。

（
21
）
賀
山
舜
一
「
老
後
を
楽
に
暮
せ
る
老
人
ホ
ー
ム
は
何
時
で
き
る
か
」（
昭
和
二
十
六

年
七
月
『
実
業
之
日
本
』）
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
養
老
院
が
「
文
字
通
り
老
人
の
楽
園

と
い
つ
た
有
料
養
老
院
で
、
子
供
が
こ
の
養
老
院
に
一
定
額
の
生
活
費
を
毎
月
送
る

か
、
老
人
た
ち
が
若
い
時
に
働
ら
い
た
一
定
の
額
を
纏
め
て
納
め
れ
ば
、
老
後
を
楽

し
く
過
ご
せ
る
と
い
つ
た
も
の
」
だ
と
記
す
。
そ
し
て
日
本
で
も
「
社
会
福
祉
法
人

を
申
請
中
の
千
一
ク
ラ
ブ
」
が
そ
の
よ
う
な
「
有
料
養
老
院
」
を
計
画
中
だ
と
説
明

し
て
い
る
。
ま
た
矢
野
嶺
雄
「
有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
」（
昭
和
二
十
九
年
八
月

『
養
老
事
業
だ
よ
り
』）
で
は
、「
我
国
に
於
て
は
去
る
昭
和
廿
六
年
頃
か
ら
全
国
養
老

事
業
大
会
の
議
題
と
し
て
『
有
料
老
人
ホ
ー
ム
』
設
置
促
進
の
問
題
が
取
り
あ
げ
ら

れ
て
き
た
」
こ
と
が
記
さ
れ
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
終
戦
後
、
家
族
制
度
の
変
革
や
、

そ
れ
に
伴
う
各
種
法
令
の
改
訂
に
よ
り
」「
子
供
に
依
存
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
社

会
組
織
に
移
り
つ
ゝ
あ
る
こ
と
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
22
）
夕
陽
養
老
院
に
は
、
在
院
者
代
表
会
議
に
出
席
す
る
「
う
る
さ
い
い
つ
こ
く
者
ば
か

り
で
は
な
」
く
、
煙
田
六
郎
左
衛
門
（
煙
爺
）
等
「
子
供
の
や
う
に
無
邪
気
に
遊
ぶ

爺
さ
ん
の
グ
ル
ー
プ
」
も
存
在
す
る
。
ま
た
在
院
者
代
表
の
中
で
も
ニ
ラ
爺
な
ど
は
、

そ
の
会
議
を
「
と
げ
と
げ
し
」
く
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
「
砂
時
計
」
最
終
場
面
の

直
前
で
は
、
煙
爺
と
ニ
ラ
爺
が
、
本
論
終
わ
り
近
く
に
引
用
し
た
ご
と
き
表
情
を
見

せ
て
い
る
。
彼
ら
も
〈
怒
れ
る
〉
姿
勢
に
お
い
て
は
同
じ
で
あ
る
。

（
23
）「
今
暁
・
戸
塚
（
横浜
）
で
養
老
院
焼
く
」「
原
因
は
漏
電
か
ら
？
」「
廿
数
分
で
焼
け
落

つ
　
養
老
院
の
火
事
・
二
階
の
熟
睡
か
ら
惨
禍
」（
い
ず
れ
も
昭
和
三
十
年
二
月
十
七

日
付
『
朝
日
新
聞
（
夕
刊
）』）「
焼
死
者
は
98
人
」（
同
年
二
月
十
八
日
付
『
朝
日
新

聞
』）
参
照
。

（
24
）
同
日
付
『
朝
日
新
聞
』
に
は
「
養
老
院
の
惨
事
に
想
う
」
と
題
す
る
社
説
も
見
ら
れ

る
。「
養
老
施
設
の
こ
と
は
、
と
く
に
戦
後
の
わ
れ
わ
れ
の
家
庭
生
活
の
急
変
か
ら
、

大
き
く
社
会
に
浮
ん
だ
問
題
」
で
あ
り
、「『
老
い
た
る
人
々
』
に
つ
い
て
、
社
会
が

真
剣
に
考
え
る
べ
き
時
が
き
て
い
る
」
と
記
す
。

（
25
）『
朝
日
新
聞
』「
東
京
版
」
に
は
、
他
に
も
同
年
二
月
二
日
付
に
「
中
野
区
で
狂
犬
病

の
予
防
注
射
」、
二
月
十
二
日
付
に
「
狂
犬
、
都
内
で
二
件
」
と
の
記
事
が
あ
り
、
五

月
五
日
付
に
は
「
狂
犬
病
予
防
週
間
」
も
報
じ
ら
れ
て
い
る
。
対
し
て
「
砂
時
計
」
で

は
26
、
29
章
で
、
経
営
者
陣
の
一
人
で
も
あ
る
俵
医
師
が
経
営
者
会
議
を
欠
席
し
た

理
由
に
つ
い
て
、「
狂
犬
予
防
週
間
」
の
た
め
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
も
記
事
に

見
る
事
実
の
活
用
と
言
え
る
。

（
26
）
拙
論
「
梅
崎
春
生
『
ボ
ロ
家
の
春
秋
』
論
―
東
西
冷
戦
、
朝
鮮
戦
争
を
背
景
に
―
」

（
平
成
十
六
年
六
月
『
社
会
文
学
』
第
20
号
）「
梅
崎
春
生
『
侵
入
者
』
論
―
社
会
諷

刺
の
小
説
―
」（
平
成
十
五
年
十
一
月
『
近
代
文
学
論
集
』
第
29
号
）
参
照
。

＊
引
用
文
中
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、
傍
点
は
私
に
付
し
た
。

【
付
記
】

本
論
は
、
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
平
成
二
十
三
年
度
研
究
集
会
に
お
け
る
口
頭
発
表

「『
砂
時
計
』
論
―
梅
崎
春
生
の
社
会
諷
刺
―
」
を
再
考
察
の
上
、
題
目
を
改
め
、
文
章
化

し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
ご
意
見
を
頂
い
た
方
々
に
お
礼
申
し
上
げ
る
。

―
た
か
ぎ
・
の
ぶ
ゆ
き
、
別
府
大
学
准
教
授
―
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